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中国の不動産登記制度と建物区分所有をめぐる問題点

高 健

Abstract

Tllisarticlediscussaboutregistrationprocessorcolldominitlm iI-Cllitla.ltexanlines

particularlytheimmovablepropertychangetheorybeforeandatiertheenactmentofChina

PropertyLaw.Onequestionmightariseontheregistrationissue.it一一lightnotcomplywith

conditionaldoctrine.whichadoptedftomAustriamodel.

ThisarticleattenlPttOanalyzetheproblemfromthepointviewofunited-processofthe

registrationorbuildingandland,thisarticlefloundclearlythattheregistrationinstitutionsllor

buildinghasbeenregulatedonaseriesorlegislations･Conversely.anadvancesystem for

landregistrationinstitutionsarenotwellestablishedyet･TheとIrticlecometoconcludethこIt

thereisalackof-basicConditionsfTorestablishingtheadvancesystem･

キーワー ド--･債権形式主義 不動産登記制度 土地登記と建物登記の一体的処理

はじめに

本稿の課題は､区分所有建物の所有権 (専有権､共有権)がどのように保障されているかを､

登記制度の考察を通 して検証することである｡

中国における不動産物権変動論 と不動産登記制度の関係及び基本的な制度設計は､2007年の

物権法ではじめて明らかにされた｡一方､不動産登記制度を規定した物権法は､その第 6章で

建物区分所有制度を導入 した｡集合住宅の法的問題を解決する法制度が統-的に規定されたこ

とは､大きく評価 しなければならない｡ しかし､所有権の確立になくてほならない登記制度が

制定 ･整備 されるようになったばかりの状況で､果たして建物区分所有制度が成 り立つか否か

懸念されている｡すなわち､中国の建物区分所有制度は､所有権の登記制度の未熟な段階に導

入されたからである｡ したがって､区分所有制度の実証的研究には､不動産登記制度の考察 ･

検証とい う基本的作業が求められている (2)0(※左記の数字は本稿 (2)に詳細を示 したこ

とを意味する｡ 以下同じ)

今まで民法学者の議論は､ほとんど物権法制定前後における学者の議論及び登記制度の現状

に焦点をあわせている1)｡ ところが､物権法制定後､建物登記 ･土地登記について､登記実際

では大きな変化が生 じている｡ 不動産登記の実状とくに区分所有建物の登記の実状は､十分に
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議論されてこなかった｡他 方 ､建 物 区分 所 有 分野 の研 究者 は､法先進国の建物区分所有制度の

紹介や立法提言に力を注いだが2㌔ 区分 建物 又は敷 地 となる土地の登記を重視 してこなかった｡

そこで､本稿は､物権法制定後 の新たな不動産登記制度を考察の対象として (2)､区分所有建

物 書敷地の登記制度の現状を検証する E3)O

本稿は､不動産登記制度を直接の研究課題 としているが､不動産物権変動論 日 )も取り上

げている｡その理由は次のとお りである｡不動産登記制度 と不動産物権変動理論が相互的に影

響するものである (2.日 ｡登記の公信カ､登記審査の性格､登記機関の賠償責任などの面に

おいて､登記制度と物権変動論が対応 している｡ このような対応関係-の検証は,中国不動産

登託溝Jj度-の解明にとって不可欠である (2,2)｡

中国の不動産制度では､建物と土地がそれぞれ 独立したものとされている｡そのうえ､物権

法で予定された統---した不動産登記法はまだ制定されていないし､不動産登記機関も､建物 と

土地についてそれぞれ独立 している｡このような現状において､不動産登記制度を形成する法

規範は､物権法をはじめ､中央官庁の土地 書建物登記部門の登記規則､地方の地方法規､最高

人民法院の司法解釈により構成されている (2.3)｡不動産登記制度の現状 の解明のために､

本稿は時に､諸規範の間の整合性を検証 し､その問題点を摘出する (2. 4)｡

中国建物区分所有制度の 下 で､建物 や敷地の 一体的移転が求められている｡それに対応 して､

区分建物 .土地の登記の - - 体 的 処理が求められるが､その登記の一体的処理について本稿は詳

細に検討する (3.1) ｡ 検 証 の対象 として､中央官庁U)建物登記簿 ･土地登記簿のほかに､山

東省現地調査の収集 資 料 で ある建物所有権権利証書 廿土地権利証書も含まれるOそして､建物

(専有部分､共用部 分 を 含 む､ 3, 2) と土地 (3. 3)について､それぞれ登記簿､権利証

書を対象に 一体的処 理の現状を解 明する｡そこで､特に土地の登記のところでは ､ 土 地 登記 弁

法の制度設計だけでなく､地方法規の山東省土地登記条例､標準モデルの北京市マ ン シ ョン分

譲契約も視野に入れる(〕これにより､土地登記が建物登記 と一体的に処理されているか否 か に

ついて検証 し､区分所有者の敷地権が保障されているか否かを明らかにする (3. 4)0

1, 不動産物権変動論

物 権法成立前において､不動産物権の制度設計における物権行為論の採用をめぐり学界では

議 論 が 盛んに行われている3㌔ この議論は主に 2つの問題に分けることができる｡即ち､民法

通 則 ( 1986年)において物権行為論を採用 したか否かの問題 と､物権法において物権行為論を

導入すべきか否かの問題である｡ この 2つの問題をめぐる学者の議論を踏まえた うえで､2007

年の物権法では､債権形式主義の物権変動制度が採用され､原因行為 と物権変動の効果の区分

とい う原則が樹立された｡

1. 1 物権法成立前の議論

物権行為論に関する議論において､ 一般に物権行為を認めるかどうか (物権行為の概念)､物
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権行為が独立 して存在するかどうか (物権行為の独 自性 -分離原則 )､物 権 行 為 が債 権 契約 の 効

力に影響 されるかどうか (物 権 行為の無因性-抽象原則)等の論点 が含 まれ て い るo 中国 の 学

界でも物権行為論の採用につ い て､これ ら論点をめぐり議論が繰 り返 され た｡

1. 1. 1 民法通則に対 す る議論

19呂9年 ､中国社会科学 院 の梁慧星は ｢中国は物権行為を承認す るか｣4)と題する論文を発表

して､物 権行 為理論に関す る論争の轟を開けたoこの論文によると､物権行為理論は､民法理

論体系に対す る認識をめぐる理論問題だけでなく､民法通則第 72免や第 6且条の適用にかかわ

る実務問題でもある｡梁慧星は､民法通則の体系の下では物権行為理論は認められてお らず､

｢立法主義の上では､ ドイツ民法の物権合意主義でもフランス ｡日本民法の純粋意思主義でも

なく､オース トリア及びソ連､チェコ､-ンガ リーなどの民法の意思主義 と引渡 し主義を結合

したモ デ ルを採用 しているのである｣ 5)､と主張した｡

こ れ に対 して､1996年､同じ社会科学院の ドイツ留学経験者である孫憲忠は ｢物権行為理論

の 淵 源 及 びその意義｣とい う論文6)を発表 したo 論文は ドイツ民法の物権行為理論に対 して根

本的に再認識を行い,明確な態度で物権行為 理 論を肯定し､中国では物権行為理論を部分的に

認めたことを主張 し､今後の立法で当該理論 を 確立するよう強く訴えている｡

1. 1. 2 物権法立法時における議論

呈998年 に物権法の起草作業が始まってから､不動産物権変動に関する制度設計について､物

権行為論 の採 用 を め ぐ る議 論 は さらに盛んになったO

物権法に物 権 行 為 理 論 を 採 用 す べきか否かについて､議論の焦点は物権行為理論の機能に集

中しているO 肯 定 説 で は ､ 物 権行為理論が取引の安全をよりいっそ う保護 し､法律関係を明確

に し､民法 体 系 を 整 理 す る山勘になると､主張しているo他方､否定説では､物権行為理論は､

第三者に対する保 護 範囲が広すぎるので原権利者の保護に支障があり､法律関係を複雑化 し､

かつ､その機能は既存の法律制度 (善意取得制度)により代替されることができると､反発 し

ているし､

特 に , 物 権 行為の無因性について､学界の通説は明らかに否定の立場をとっている7㌔なお､

物権行為の独立性についての議論は､物権法における原因行為 と物権変動効果の区分原則(1,

2.2)で紹介する0

1 2 物権法の規定

1,2.1債権形式主義

-----般的な理解では､物権変動の成立要件をめぐる立法主義として､意思主義 と形式主義の 2

種類がある｡形式主義はさらに､物権形式主義 と債権形式主義に分けられることができる旨)O

意思主義 (フランス法主義) とは､物権変動の効力が債権行為ない し意思表示だけによって発

生する立法主義をい うO形式主義 とは､物権変動の効力を発生させるには､債権行為だけでな

く､登記または引渡 しの法定形式を必要とする立法主義をいう｡ その中で､さらに物権変動に
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関する意思表示 (物権合意)を必要とするものは物権形式主義 (ドイツ法主義)であり､それ

を必要としないものは債権形式主義 (オース トリア主義､折衷主義)であるO

物権変動について､物権法は物権公示の原則を定め､公示により物権変動の効果が生じるこ

とを規定 した (第 6粂9))｡不動産の物権変動について､登記を公示の方法 として定めている (第

9条 l項)｡具体的に､不動産物権の設定､変更､移転､消滅は､不動産登記簿に記載された時

から効Jjが発生する｡ここでは､登記を物権変動の効力発生要件 とするが､物権合意を必要 と

していないので､債権形式主義を採用 している｡なお､物権合意について採用 しなかった状況

は 1, 2.2のところで敷桁するo

不 動 産物権変動の立法モデル に つ いて､物権法は混合主義モデルを取っている｡ すなわち､

債 権 形式主義 (第 9粂 1項本文)を原則 とし､意思主義 (第 9条 1項但 し書)を例外 としてい

る10)Oなお､物権法に規定されている例外の場合は､主に以下のようなものである｡ ①農村土

地請負経営権の設定 (第 127条)～②地役権の設定 (第 158条)､③農村の宅地使 用 権 の 設 定､

である (第 153条)0

裁判例をみると､天津市高級人民法院の上訴審 (最終審)で､開発会社によるマンションの

二還売買で､2人の買主がいずれも代金を支払った場合､マンションの所有権は建物所有 権 の

移転登記 を行 った買主にあると､認定 している‖)O

1. 2. 2 原因行為と物権変動効果の区分原則

日 )物権法の規定

中国の立法及び法実務では----時期､物権変動の効果 とその原因である債権契約の効力を結び

つけたことがある12㌔｢不動産に関する契約は登記 しなければその効力が生 じない｣というルー

ルが出現 したのである13)O

このような傾向を是正するために､物権法はわざわざ区分原則とい う重要な条文 (第 15条)

を設けた岬｡｢当 事者U)間で不動産物権の設定､変更､移転､消滅に関する契約を締結 したとき

は､法律に別 段 の規定があるか､契約に別段の約定がある場合を除き､契約成立の時 よ り効力

が発生する｡ 末だ物権の登記を行わなくても､契約の効力に影響を与えない上 とい う｡即ち､

物権変動の効力が生 じなくても､その原因である売買契約の効力は影響を受けないということ

である15)O

裁判例をみると､国から割当てられた土地使用権の譲渡に際して､国士 管 理 部 門 の 許 可がな

かったことを理由に､土地使用権及び建物所有権の譲渡を含む不動産売買契約 の 無 効確認の訴

えがあったOこれに対 して､第 1番､第 2番はいずれも物権変動ができていないことを理由に､

不動産売買契約uj無効を認定した｡これに対 して､再審の最高人民法院は次の理由で､原審を

破棄 して､不動産売買契約の効力を認めた｡｢上述 した債権関係 と物権関係は異なる法律関係で

あり､物権関係の変動が実現 していないことを理由に､債権関係を否定 してはならない｣とい

う16)｡
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(2)学界の議論

学界全体は､区分原則について肯定する態度を示 しているが､物権行為理論 の賛成派と反対

派の間では､区分原則について異なる解釈をしている｡賛成派の孫意思は債権形式主義を批判

して､区分原則 と物権行為論の内在的連係を意識 しながら､次のように評価 した｡

｢法学界が中国の物権法に区分原則の設定を提起 したのほ､物権法立法の最初の段階であっ

た｡その 目的は､中国民法が長い間債権形式主義を採用 してきたとい う欠陥を改め､物権変動

について､契約法以外に法的根拠を見出すことにある0--･これ らの立法は､債権行 為 と物権

変動の法律根拠を区分 しなければならないことを故意に認めない､とい う上述 した 1990年代以

来の中国の立法と学界に存在 した理論上の間違いを訂正したのである｣ 潤 o

Lかし､物権行為理論反対派の梁慧星は､区分原則を導入しても､それ は ドイツ法の物権行

為独立性を認めることを意味するものではないと強調 した｡｢物権行為理論にもっとも力を入れ

て主張している学者でも､物権行為理論の重点が､物権行為及びその無困性にあるのではなく､

物権変動 と原因行為の区分及び物権変動が登記と引渡しを要件 とすること､という2点にある

と認めている｡そのため､物権法草案は物権行為無困性の理論を採用せずに､明文で物権変動

と原因行為の区分原則及び公示原則を規定する｣とい う18)｡また､物権法の立法者である全国

人民代表大会 (以下 ｢全入代 ｣ と い う｡)常務委員会法制工作委員会の王勝明副 主任は､わざわ

ざ物権契約 (物権行為 - 筆 者 に よ る理 解)を認める必要性はないことを強調 した19)0滴華大学

の篠建遠は ｢物権変動を物 権 の 動 き に あ る一種の客観的現象として しか認めず､それを物権的

行為 として認 めてはならない｣ と 述 べ , 王 勝 明 を支持する意見を示 している20)0

(3)私見

物権法への区分原則導入の噂矢は､梁 慧 星 が 率 い るグル-プにより起草された物権法学者建

議稿 (2000年)の第 7条である｡物権行為理 論 を 認めていないことを明確に示す 山方､同条 は

創造的に ｢物権変動 とその原因行為の区分原則｣とい う趣 旨を規定 したoすなわち､｢物権変動

を目的 とする原因行為は､適法に成立 した時より効力が発生するO物権変動の効果が生 じなか

った場合､過失がある当事者が違約責任を負わなければならない｣とい う21㌔ もし､首999年に

発表された孫意思の ｢物権変動の原因と効果の区分原則｣22)､2000年に発表された梁慧星の ｢中

国物権法制定の若干の問題｣23)､そしてその後に提出された同物権法学者建議稿の中での区分

原則の内容に関する論述､及び時系列上の内在関係を考慮に入れれば､この区分原則に関する

規定は､物権行為否定説 と肯定説の間にできた妥協の産物だと考えることが可能である｡

なお､物権法成立前でも､原因行為である契約の効力 と物権変動の効果を区分するとい う解

決法は､契約法の司法解釈24)を通 して行われていた｡ したがって､物権法の規定をもって初め

て原因行為である契約の効力を認めたとい うわけではない｡ しかし､民事基本法レベルでの承

認 とい う角度から評価すれば,物権法に規定を設けたことの意義の重大 さは言 うまでもない｡
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1 3 小結

1.3. 1 学説の採用

物権法第 i5条で区分原則を導入 したことについて､立法者は物権行為概念の使用を極力回避

する一方､ドイツ法の分離原則を採用したものとして受け取ることができよう｡これはつまり､

学者の議論の成果を吸収 したものであろう0

1.3. 2 中国の選択

しかし､不動産物権変動モデルについては､民法通則から一貫してオース トリア 書モデル の

債権形式主義を堅持 している｡ これは旧ソ連､東欧社会主義諸国からの影響の表れであろ う｡

そして､登記を物権 変動 の 効 力発生要件にした折衷主義 (債権形式主義)の採用は､簡潔 実

用の特徴を有するとい えよう｡というのは､｢意思主義 (登記対抗主義)a)公示に欠 ける短所を

有効に解決 し､同時に物権行為理論の承認に基づいた争いを避けることもできる｣からである25)｡

2. 不動産登記制度

望 お 1 不動産登記制度と不動産物権変動論の関係

-日｡ 般的にいうと､物権変動論が登記制度を決定する26)｡逆に､ -一国の従来の登記制度は､そ

れ に 対応する不動産物権変動制度を求めているともいえる27)｡ここでは最初に､主に､登 記 の

強 制 性 ､公信力､登記審査､登記機関の賠償責任の癖から､物権変動論の違いにより不 動 産 登

記 制 度 が異なることを述べておく卿O

第 1に､形式主義の下では､物権の変動を生じさせるには､登記 という要件を必要としてい

るので､登記は強制的なものである｡人々は登記簿の記載情報に基づいて取引を行 うため ､ 登

記は公信力を有する｡登記情報の正確性を保つために､登記機関は権利変動の元となる 行 為 に

ついても実質上の審査を行 う｡登記情報を信 じて取引を行った人が登記情報の誤 り に よ り 損 害

を受けた場合には､彼 らを救済するた捌 こ不動産登記機関の賠償責任が設けられてい る ｡ この

ような特徴を有する登記モデルは､権利登記制モデル (物権形式主義の ドイツと債権 形 式 主義

のオース トリア､スイスを含む) とトレンス制モデル くオ-ス トラリアなど)があるo

第 2に､意思主義の下では､当事者の意思だけにより物権変動が生じるので､登記 は 第三者

に 対抗するため任意に行われるものとなる｡ したがって､登記が公倍力を有していないので､

登 記 機 関 は 形式的審査だけを行い､間違った登記情報による損失があっても賠償責任を負わな

い ｡ 意 思 主 義に対応する登記モデルは､契約登記制モデル (フランス､日本など)である｡

上 述 したように､中国物権法は不動産変動制度について､形式主義のうちオ-ス トリアやス

イスで採用 されている債権形式主義を採用 した｡以下では､不動産登記法規範を概観 してから､

不動産物権変動制度に対応 した登記制度の特徴を考察する｡考察は､不動産 物 権 変 動制度との

対応を念頭に置いて､登記簿の編成､登記 の公惰力 ､ 登 記情報の閲覧 ､ 登 記 審 査 と 登 記 機 関 の

賠償責任の順で進めて行く｡

-92-



現代社会 文化研究No.5ユ2011年 12]1

2,2 法規範 (物権法成立後)

中国で物権法が2007年 10月 1日に施行されて 4年も経っていないO現段階で､不動産登記

法はまだ制定されていない｡ そのため､不動産登記に関する物権法の条文を基本として､中央

官庁の土地 ･建物管理部門 の 登記規則､各地方の実情に合わせた地方法規､そして最高人民法

院の司法解釈によって､不 動 産登記の法制度は構成 されている｡

2.2. 1 物権法

物権法は､第 2章第 1節 (第 9条～第22条)で､不動産登記についての規定を設けた｡不動

産物権変動における債権形式主義 (第 9条)､不動産統…-｡登記の原則 (第 逢0条主 登記機関の職

慕 (第 12条)と賠償責任 (第 21条)､登記簿の効力 (第 16条) と登記資料の閲覧 中複写 (第

18条)について規定している｡

2.2. 2 中央官庁の行政規則[行政規章]

(1)建物登記弁法

建物に関する登記行為を規律 し,不動産取引の安全を維持 し､権利者の適法な権利利益を保

護することを旨として (第 1条)､建物登記弁法は2008年 2月 15日に公布された｡

(2)土地登記弁法

土地に関する登記行為を規律 し､土地権利者の適法な権利利益を保護することを旨として(節

1条)､土地登記弁法が 2007年 12月 30EHこ制定 ･公布された｡中国では､農村の集団土地使

用権の土地市場-の自由な参入が禁止されているので､不動産市場および不動産登記制度の焦

点は現在､国有建設用地使用権に絞られている｡

2. 2. 3 地方法規

中国の各省 ･自治区 書直轄市や､省都所在地の都市は､憲法､法律､行政法規 と抵触 しない

ことを前提に､地方法規を制定することができる (立法法第 64粂)｡不動産登記の面で､中央

官庁の土地登記弁法､建物登記弁法をそのまま採用する地方もあれば､経済 ･社会発展に基づ

いて 不 動 産 登記条例を制定する地方も多い｡前者は北京市がその例であるが､後者には､広州

市 (広州市都市不動産登記弁法 2007年 10月 1日実施)､上海市 仁ヒ海市不動産登記条例2009

年7月 及E3実施上 山東省 (山東省土地登記条例 2002年 11月 22日改正)などがあるOこれに

ついて､｢不動産登記は事実上､各地方法規が管轄する領域になっている｣と､指摘する者もい

る29)0

なお､中国の法源の効力の優劣について､全入代 ･全入代常務委員会制定の法律､国務院制

定の行政法規は､各地方法規がこれに従わなければならないが､国土資源部など中央官庁の行

政規則【行政規章】は地方法規に優先 しない｡地方法規 と中央官庁の行政規則が矛盾する場合に､

その優劣についてまず国務院に請訓しなければならず､行政規則が優先 されるときは､さらに

全入代常務委員会にまで請訓しなければならない (立法法第 86条)0
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2.2.4 司法解釈

冒 )建物区分所有権に関する司法解釈 [関予審理 建 築物 区分所有権糾紛案件具体応用法律若干

問題的解釈]

物権法成立後最初の司法解釈 として､建物区分 所 有権 に関する司法解釈が 2009年 5月 掴 日

に公布 されたo建物区分所有者の身分の確定に関す る問題 (第 1粂)､専有部分の判断基準 (節

2条)､共周部分の範囲 (第 3粂)など､建物区分所 有 の基本制度を定める規定が設けられてい

るので､法実務では義視されているO

は )建物登記案件の審理に関する司法解 釈 【関 予審理房屋登記案件若干間接的規勘

建物登記機関を対象 とす る行政訴訟 に 関 す る最高人民法院の司法解釈 は010年 11月 連SFj

実施)である｡提訴の対象は､登記機関の 建 物 登記行為及び登記資料の閲覧 書複写などにかか

わる行政行為または関係する行政不作為で あ る (第 1条)｡最高人民法院の担当者によると､重

要な内容は次に掲げるものである30)o①連続 した移転登記に関す る事件の訴訟提起 と受理 (第

5条)I②売買契約などの民事行為に対 して争 い がある場合における民事紛争の解決を優先させ

る仕組み (民事関係と行政関係の交錯､第 8 条31))､③登記機関の賠償責任｡

2 3 基木構造

2.3. 1 登記簿の編成

不動産 の 登記について､中国は現在､建物 と土地を異なった機関によって管轄するようにし

ている｡ 将来､不動産統一登記が 予定 されているのだが､現在建物 ･土地の統一 した登記制度

が地方法規で制定されているのは､ ヒ海市､深セ ン市､広州市などに限 られている32)0

土地 登記簿は 一筆の土地を中心に､建物登記簿は住宅の基本単位である住戸を中心に編成さ
れてい るので､不動産登記簿は物的編成主義をとっているとい うことになる (土地登記弁法第
3条､第 5条､建物登記弁法第 5条､第 10 条 ) 33)0

2. 3. 2 登記の公信力と登記情報 の 閲 覧

物権法は､㌢不動産登記簿は物権の 帰 属 と内容の根拠である｣と規定し､登記の公子言力を認め

た (第 16条第 1項上

登記簿情報の閲覧について､物権法は権利者 ･利害関係者 に登記簿を公開す るよう規定 して

い る (第 18条34))o Lかし土地登記資料公開閲覧[査訊]弁法 (2003年 3月 1 日 実施)第 ま1条､

建物権属登記情報[信息】暫定弁法 (2007年 1月 1日実施)第 7条では､全 て の 人 が登記簿の閲

覧をできると規定 してお り､物権法と相互に矛盾 した状況が生 じている｡

2.3. 3 登記審査と賠償責任

全入代常務委員会法制工作委員会主編の物権法釈義35)によると､物権法は､第 12条36)で登記

審査について原則的に規定するだけで､それが実質審査であるか形式審査であるかは､実務の

経験を踏まえて具体的に決めていこうとする意図が感 じられる37)0

賠償責任の問題では､第 lに､帰責原則 について､物権法は､無過失責任 (結果責任)を規
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定した (第 21条 2項)38)｡ しかし､その後の司法実務では､登記機関が物権法第 12条 に規定

された審査の職責を果たさなかったときにだけ､登記行為に過失があるとして賠償責任が問わ

れるとい う､過失推定責任が確定された (建物登記案件の審理に関する司法解釈第 且2粂39))0

第 2に､賠償の範囲について､登記の誤 りの発生原因は､実際次の 2つに分けられると考え

る｡申請者からの虚偽の書類の提出による登記機関の誤 りと､登記機関の人員が審査にあたっ

て犯した敬意または過失による誤 りである｡物権法第 別 条第 2項によると､上述 した 2つの場

合はいずれも賠償責任の範囲に入っている40)｡ しかし､上述 した建物登記案件の審理に関する

司法解釈第 畳2条を反対解釈すれば､登記機関が合理 ･慎重な審査を行っても虚偽のある書類を

見つけだせないときは､過失がないものとして､賠償責任を負わないことになる叩Oすなわち､

物権法の規定は､司法解釈により縮小解釈されることになったといえよう｡

2. 4 小結

2.4. 1 評価

2008年までの研究では､不動産登記の性格は,土地 ･建物の実態を把握するための､行政管

理 ･監督の手段 として位置づけられていた42)｡物権法が成立した後は､登記は取引の安全､当

事者の権利保護の手段-とその位置づけが変わり､物権変動の公示方法となった｡その変化は

次の点で検証されている43)｡①登記簿に公信力があり､その公開が解禁され､利害関係者が閲

覧 ･複写できるようになった｡②登記の原因は､法律行為による物権変動か､行政決定 ･裁判

所の決定による物権変動か､で区別されているo③登記の定義が､行政による権利の確認であ

ったものから権利の公示手段となった44)｡

2.4. 2 問題点

(1)債権形式主義が徹底されていない｡

登記制度 と物権変動論との関連について､前者は後者に対応 しなければならないことについ

てすでに検討 した｡中国の不動産登記制度は､債権形式主義に十分に対応 しているとはまだ言

えないだろうO とい うのは､登記の実質審査､登記機関の賠償責任､登記の公信力の面では､

債権形式主義に対応 していない部分がまだ存在するからである45㌔具体的には､次の点がある｡

第 1に､実質審査と登記機関の賠償責任｡物権法の規定だけを考察するときには､確 か に 実

質審査､登記機関の結果責任がみられるo Lかし､前述 した物権法釈義､そ して建物登記案件

の審理に関する司法解釈に依拠 して検証すれば､このような結論を下すのは時期尚早であるよ

うに思われるo とい うのは､登記審査が実質的なものか形式的なものかについて､まだ立法機

関は意図的にはっきりさせていないし､登記機関の爵位についても結果責任から過失責任に限

定されたからである｡ このような審査形式及び帰寮原則がはたして､債権形式主義を保障する

ことができるか否かについて判断す るに は ､法制度の充実及び法実務の積み重ねを見極める必

要があるのではないかと思われる｡

第 2に､登記の公信力o一般的に登記の公甘言力は認められていると思われるが､必ず しも例
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外がない とい うわけではないoた とえば､｢物権法 摘2粂46)の規定にある ｢反証｣47)の意味を考

えると､これは､まさに債権契約をもって,登記簿の記載を否定す ることを意味するものであ

ると考えられる｣ 48)のである｡

このように､不動産制度の整備及び定着を見守る必要があるO

(2)登記機関の不統一及び登記法令の不統---が残っている｡

建物登記機関と土地登記機関の分離による公示機能の弱体化が改善 さ れ て いない｡当事者に

は登記手続きの時間 ･ コス トだけでなく､権利状況の調査についても不便があ り､物権変動の

公示には適合 していない部分もある49)｡

統一 した不動産法が制定されていないので､物権法､土地登記弁法､建物登記弁法などの法

令が暗擦 してお り､その間に矛盾もみ られるo登記用語だけを取 り出 しても不統 一がみ られるO

たとえば､マンションを分譲 してから登記を行 う場合､建物の登記は移転登記 (建物登記弁法

第 32条) と称 されるが､土地使用権の登記は変更登記 (土地登記弁法第 40条) と称 されるO

3 区分所有建物の督記制度

3. 1 廷物 ,土地のほ日系

中国は 日本 と同じように､建物と土地を独立 した不動産としているOただし､ここでいう土

地は､社会主義的公有のために､所有権の譲渡が禁止されているので､独立 して譲渡 される不

動産物権は土地所有権ではなく､土地使用 権 で あ る ｡ したがって､中国でい う不動産は､建物

所有権 と土地使用権を前提 としている｡また､敷地 となる土地に関する権利 (敷地権)は､土

地使用権 (国有建設用地使用権)に限定 されている｡

物権法は､土地 と建物を独立 した不動産 としているが､一方の権利に移転が生 じる場合に他

方も汚那馴こ移転する原則 圧房地同走]原貝E上 物権法第 146条､第 147条)を定めている｡ これ

はいわゆる権利の -体的処理 といえよ う｡ しかし､建物登記機関､土地登記機関がそれぞれ独

立 している現状では､登記 上の 一体的処理が果た して実現できているか どうかが問題である｡

さらに､区分所有制度の下では､専有部分に対する所有権が中心的 や決定的な要素になるの

で､共用部分の権利変動や共同管理権の変動は専有部分の権利変動に したが うことになる (物

権法第 72条第 2項)｡そのため､建設用地使用権の準共有 (建物区分所有権に関する司法解釈

第 3条 2項前段50))となる敷地権は､その権利変動 も専有部分の権利変動にしたが うもの (囲

随房走])であろ う｡ このような変動に対する一体的処理は､登記上実現できているか どうかも

問題である｡そこで以下は､区分建物の登記 と土地の登記の現状を具体的に調べ､一体的処理

の現状を明らかにすることにより､その問題点を摘出することにする0

3 2 区分建物の 登 記

3.2. 1 専有部分

(1)登記簿の記載
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建物登記簿の登記事項について､住戸の基本状況､権利 状 況 (所 有権 ､所有権以外の権利 (檀

当権､地役権)の基本状況)､その他の状況 (仮登記､異 議 登記 ､差押 えの登記)とい う3つの

部分に分かれている5号)O

住戸の基本状況には､建物に関す る基本情報 と敷地に関す る基本情報が記載 されているO建

物については､住戸の番号､住所､所在する一棟の建物の綾階数､建築面積､計画の用途､建

物の構造が記載 される｡ 土地については､土地使用権の類型 (国有または集団所有)､国有土地

使用権の取得方式 (払 下 げまたは割当て)､地番､土地権利証書の登録番号､土地使用期 限､平

面図が記載 される｡

このように､建物登記簿では､建物所有権 と敷地権の連係が確認できるといえようo

(2)権利証書の記載 (様式は図 1山東省建物所有権権利証書を参照)

建物の権利証書には､土地状況の欄 を設けてお り､地番､敷地権 (土地使用権)の取得方式

(払下げまたは割 り当て)､土地使用期限の情報が記載 され るO ここでも､敷地権 との連携が確

認できる｡

3. 2. 2 共用部分

日本では､共周部分について登記 しな くても第三者に対抗する効力があ り､民法 177条は適

用 されないO中国では､管理人室等の帰属について､区分所有者 と開発会社の間に争いがよく

生 じるので､建物登記弁法は必要的登記事項 としてこれを規定 した｡

共用部分の登記は､開発会社がマンションの保存登記をするときに行わることになっているo

開発会社が建物所有権の保存登記を申請するとき､建築区画の中で全区分所有者に属する共 用

場所､共用施設及びマンション管理用基などの建物について､一括 して登記を申請 しなけれ ば

ならない｡建物登記機関が建物登記簿においてそれ らを記載 し､建物権利証書は発行 され な い

(建物登記弁法第31粂)｡

3 3 土地 :敷地,tの登記

3. 3. 1 土地登記簿の構成

土 地登記簿は､土地登記台帳 とその添付表 より構成 されている52)｡台帳は､土地について下

記の 静態的基本情報を記載する｡即ち､①権利者の氏名又は名称､住所､②土地の権利帰属､

使 用 権類型､権利の取得 E3及び使用期間､権利及び内容の変更状況～③土地の位置､境界､面

積 ､ 地番､周途及び取得価格､④地上附属物の状況 (建築物の建蔽率,容積率､高 さなど53))

(土地登記弁法 15条)｡

添付東は､土地に関する権利の移転､変更な どの変 動 について動態的情報を記載する54㌔

開発会社はマンションを分譲 した際に､土地使用権 の 分割登記をしなければな らない｡その

際に､団地は分筆 されることがないが､開発会社単独 使 用 の土地 (単独機用地の意味で【独用宗】)

から各区分所有者の共用の土地撰 用宗]に変わるO 分割登記の変動については､土地登記台帳

の添付表に移転登記の記録 として記載 される｡ さらに､各区分所有者の敷地権を明らかにする
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ために､共用土地登 記 目録 [共 用 宗 土 地登記幸 目録]が作成 される55㌔

土地登記簿に移転登 記 が行 われ れ ば､各区分所有者に土地使用権権利証書が発行されること

になる (様式は図 2山東 省 土地使 用権権利証書を参照)0

このように､法制の太枠 で はマンション分譲に適合 した土地登記簿a)改良が行われ､区分所

有者の土地使周権が保障されているように見えるo Lかし､業際には､土地使用権の移転登記

は容易に実現されるものではないo土地登記弁法の関連規定をさらに詳細に分析 しながら､各

地の登記の実態も踏まえて問題点を浮び上がらせよう｡

3. 3.2 土地登記の現状

日 )実行できない土地登記

マンション分譲の実際では､建物の登記が先に行われ､その後建物権利証書を持参 したうえ

で､土地使用権の移転登記を申請することになる(土地登記弁法第 40条)o建物およびその付属

施設の権利移転により土地使用権の移転が生 じる場合に､当事者は元の土地権利証書､変更さ

れた建物所有権証書及び土地使用権の移転が生 じた関連証明資料を持参 して､建設用地使用権

の変更登記を申請 しなければならない｡このなかで､当事者となるのは開発会社 とマンション

購入者の 2者であると思われる｡ とい うのは､マンション開発の際に､開発会社が同から国有

土地使用権を譲 り受けてそ の 上 に建物を建設 したのであり､住宅用地の敷地権である国有土地

使用権の名義人は開発会社であるからであるo Lたがって､開発会社が土地権利証書を持参し

なければ､マンション購入者だけでは､土地 使 用権の移転登記手続きを行 うことができなくな

る｡

この規定は強制力があるように見えるが､開発会社が土地使用権の移転登記に協力しない場

合 につ い て ､ 土地登記弁法にはなんらかの行政的罰則も設けられていないoその うえ､マンシ

ョン分 譲 契約の中では､土地使用権の移転登記に関する条項はほとんど見当たらない｡

た とえば､土地登記燥貝服こついて､国土資源部の土地登記弁法をそのまま採用 して実施する

北京市56)では､マンション分譲契約標準モデル (2010年)に､建物所有権の移転登記に関する

条項が見られるが､土地使用権の移転登記についての規定は見 られない57㌔ そのため､区分所

有者 となるマンション購入者に対 して､住戸の所有権に対する権利は制度的に保障されるが､

建物の敷地に対する権利はまだ保障されていない状態であるといえようO

実 際 に､開発会社の無断再開発により区分所有者の敷地権が侵害されるケースも多くみられ

るo 北 京 市 の 2007年のケ-スで､敷地権の侵害による争いにおいて開発会社が 2,500万元の賠

償 金 を 支 払 う ことで和解 したものがある｡欧陸経典 とい う名 の住宅団地で､マンション分譲を

終 え た の に ､敷地権の移転登記をせず､敷地権の名義人は開発会社 のままであった｡そのため､

開発会社は区分所有者の反対を押 し切って､団地の緑地を利用 して新たに建物を建設 したとい

う事件である58)0

(2)強制規定とされる土地登記
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他方､土地登記 について地 方法規を制定 した -部U'~)地方では､マンショ ンの分譲に際 して､

住戸の所有権だけでな く､建物敷地に対する権利の移転登記につ い ても､詳細な規定を設けて

いるOたとえば､2002年 11月 22日改正の山東省土地登記条 例 は ､マンションの予約販売にお

けるマンション購入者の敷地権の移転登記について､開発 会 社 の協力義務を細かく規定 した｡

マンションを予約販売する場合に､予約販売者 (開発会社-分譲業者)は､マンションの予 約

販売許可証明を取得 した 日から30日以内に､土地使用権証書及び商品住宅の予約販売許 可 証 明

を持参して土地登記機関に行き､マンション用地 (敷地)の土地分割 く譲渡)登記証明 を行 い ､

かつ､その用途をマンション購入者に告知 しなければならない (山東省土地登記条例第 且5条第

1 項 ) o そして､マンション購入者は､建物所有権権利証書を取得 した日から30日以内に､上

述 したマンション用地 (敷地)の土地分割 (譲渡)登記証明､建物所有権権利証書を持参 して

土地登記機関に行き､土地権利証書を取得 しなければならない (同第 15条第 2項)｡

このように､敷地の土地分割登記を通 して､権利者の名義は開発会社から各区分所有者に変

更することになる (様式は図 2山東省土地権利証書を参照)0

3.4 小緯

3.4. 1 評価

専有部分､共用部分などの建物所有権について､所有権の登記及び抵当権､地役権等の登記

の制度が整備 されているし､移転登記､仮登記などの登記制度も整備されている｡なお､共用

部分は単独 して移転 ･担保権設定することができず､専有部分にしたがって変動することにな

る (物権法第 72条)a

そ して､建物の登記簿や建物所有権証書から､土地使用権とい う敷地権権利証書の番号が記

載 されてお り､区分所有者の敷地権が保障されるようになった0

3.4. 2 問題点

土地使用権の登記に関する法整備がまだ十分ではないo国士資源部の土地登記弁法では､土

地登記簿の項 目として,マンション分譲における区分所有者の土地使用権の移転登記が想定さ

れているo Lかし､移転登記への開発会社の登記協力が強制規定として規定されていないし､

マンション分譲契約標準モデル (北京市 2010年)でも土地使用権の移転登記条項を定めていな

いOそのため､区分所有者が建物所有権の移転登記を行っても､土地使用権の登記を行 うこと

ができないケ-スも多くある｡さらに､団地の緑地を使って建物再開発を行 うとい う､開発会

社 に よる権利侵害行為もしばしば見られる｡北京市の 3000か所余 りの住宅団地で､区分所有者

が 土地使周権の証書を取得 した団地はわずかであるとい う59)｡敷地権の移転登記を確実に行わ

ない限り､このような紛争はまだまだ生じるだろう0

3. 1で述べたように､理論上､マンション分譲の際に建物 と敷地に関する権利が一緒に変

動するいわゆる【房地同志]のはずであるO他方､建物区分 所 有 制 度の下､敷地に関する権利は

建物に関する権利にしたがって変動するいわゆる[地随 房 走 〕の は ずである｡ しかし､中国の不
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動産登記機関の現状は､建物登記機関 と土地登記機 関がそれぞれ独立している0 3.3.2で

考察 したように､土地使用権の登記は､建物所有権の登記にしたがっていないO北京市 の よ う

に､建物所有権の移転登記 しか行っていない区分所有者が多く存在するol房地同志】と 囲 随 房

覇 とはまだ実現 していないといえようo

建物と土地それぞれを独 立 した不動産 として取 り扱 う日本の不動産登記法では､専有部分中

心主義を採用 している｡ そ して､建物の登記 と敷 地 で ある土地に関する登記 との------体的処理を

次のような制度で実現 した60㌔ 即ち､マン シ ョ ン 分 譲 に お け る建物所有権移転登記の際に､登

記官は職権により敷 地 に なる土地の登記 簿 に つ い て ､ 敷 地 権 で あ ることを注記す ることが規定

重れる (不動産登記 法 第 46条)｡敷 地 権 と注 記 さ れ た 土 地 は ､ 譲 渡 又 は担保権の設定をするこ

とが禁止されるようになる (同第 73 条 2 項 )O そ し て ､ 建 物 登 記簿における建物に関する登記

の変動は､敷地になる土地の登記簿になされた 変 動とされる (同73条l項)｡ このや り方は､

専有権を区分所有権の中心に据え､敷地権の変動が建物専有部分の権利変動にしたが う区分所

有制度には､合致する制度設計であるといえよう｡ 巨弓本のこの一体的処理の登記制度 と比較す

ると､中岡の制度はまだ整備 ･充実すべき点が多 い ことが分かるo

おわLJr=

本稿では､中国建物区分所有制度の所有権の実現を支える不動産登記制度について考察 した｡

まず､物権法立法時における物権変動論の議論状況を整理 し､物権行為論 (無間性 や独 立性)

を採用 していないことを明らかに した く1.日 ｡そ して､物権法の規定に依拠 して､中国はオ

ース トリア 8モデルの債権形式主義を採用 したことを示 した 日 .2)｡これは､登記対抗主義

の短所を解決すると同時に､物権行為理論の承認の争いを避けることもできるモデルであった

日 . 3)0

次に､不動産登記制度について､まず物権変動論 と登記制度の相互関係について､公信力 ･

登記審査 ･登記機関の賠償責任等を検証のポイン トとして整理 し ほ .1上 その うえで､物権

法制定後の法規範を対象に､不動産登記制度の構造を検討 した ほ .2)oその結果､現在の不

動産登記制度は､債権形式主義に徹底 して対応 したとは言えないことが明らかとなった｡そ し

て､登記機関の不統一及び登記法令の不統一の問題 を指摘 した (2. 3)0

最後に､区分所有建物の登記に焦点を絞 り､建物 ･土地の登記の現状､特に建物 ･土地登記

の山林的処理の現状を分析 した (3)｡考察の対象 として取 り上げたものは､登記簿と権利証書

である｡その結果､建物 (専有部分 書共用部分)の登記制度は整備 されており､土地登記との

関連も州内応できている (3. ㌦ 3.2)o他方､土地 (敷地権)に関する登記は､登記簿の設

計として､マンション分譲に適合す る分割登記制度が整備 されている (3.3.i)O山東省は､

土地登記条例で土地登記の強制規定を設けることにより､区分所有者a)敷地権を保障している｡

しか し､土地登記弁法等の法規範又はマンション分譲契約標準モデル(北京郡 では､土地登記
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に関する規定が不十分であり､区分所有者の敷地権が保障されていない状態にあることが分か

った (3.3.2).最後に､区分所有建物の登記に際して､土地 と建物の一体的処理を行 う日

本の不動産登記法と比較することによって､中国の今後の課題を明らかにした (3, 4)｡

図 1:建物所有権権利証書 (敷地権付き)--筆者による中国山東省での調査収集資料

図2.敷地権権利 証書【 国 有 土 地 使用権証半 筆者による中 国 山 東 省 で の 調査収集資料
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まりの実務及び法規走では､物権契約 と債権契約を区別 したことはない上 とい う0

20)前掲健建遠 『物権 :規範与学説一以中国物権法的解釈論為中E江上桝 』74蕗､｢契約制度､不当利得制

度を含む物権に関するあらゆる制度はいずれ も､物権行為による制度設計がなされていない｣､とい うC

21日 国司物権法研究課題線 『中国物権法草案建議稿』(社会科学文献出版社､2000年)H3頁以下｡

22) 孫意思 ｢物権変動的原因与結果的区分原則｣『法学研究』1999年第 5期0

23) 前掲梁慧豊 潤1定中国物権法的若干問題 ｣ ｡

24) 最高人民法院は 2003年 4月 28日に､商品住宅売買契約紛争案件の審理に関す る法律適用の若干問題
に関する解釈を公布 した｡第 6粂 ｢当事者は､商品住宅の予約販売契約が法律､行政法規に基づいて登

記登録の手続きの束履行を理由に､契約の無効を確認するものに､支持を与えない｡②当事者は､登記

登録の手続きの完遂を商晶住宅の予約販売契約U)効力発生条件 と約定 した場合に､その約定にしたが うO

ただ し､当事者の一方主債務をすでに履行 し､また相手方がそれを受領 した場合は除く｣o前掲渠涛 巨rJ

国物権変動制度に関する--考察｣799頁O

25) 干海湧 ｢論我国不動産登記制度中的主要紙陥-写在物権法通過以後｣『私法』第 7時第 2巻 (2007年
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12月)第 2頁以下｡

26) 呉雨泳 ｢我国不動産物権変動与登記制度的立法選択j『中国房地産』2006年第 9期 390043東｡

27) 陳歴幸 ｢論不動産登記制度和不動産物権変動模式的関聯与協調｣『華東政法学院学報』2003年第 2期

(総第 27期)29-35頁｡

28) 前掲呉雨凍 ｢我国不動産物権変動与登記制度的立法選択｣39-43頁0

29) 高富平 『物権法専論』(北京大学出版社､2007年第 l版)射3頁｡

30) 最高人民法院 ｢関子審理房屋登記案件若干問題的規軌 的理解与適用

t-ttp://ww"･..ehinaeotlrt.Org!html/article/コ01Ol)･,/17/436338.shtllllコ0日 牛 7i.~】15日詰甘

31) 第 8条 ｢当事者が建物登記行為の基礎である売買､共有､贈与､抵当権設定､婚姻､相続な どの民事

法律関係 の無効又は取消 しを理 由に､建物登記行為に対 して行政訴訟を提起す るときは､人民法院は当

事者 に先に民事紛争 を解決す るよう告げるとともに､民事紛争 を処理す る期間は行政訴訟の提訴期間に

算入 されないことを知 らせなければならないoすでに受理 していた ときには､訴訟を中断す ることを裁

定 しなければな らない｣｡

32) 広州 市都市不動産登記弁法第 3条､第 4条､深セン経済特区不動産登記条例第 2条､第 4条､上海

市不動産登記条例第 5粂第 2項Oなお､上海市不動産登記条例の解読について､

http://www.shanghai.gov.cm/shanghai/node23i4/node3i24/model8452/node20020/useTObject2号ai346615,html
コ011.iI:･Jj]11日訪問,

33) 向明 ｢我国不動産登記簿制度研究｣『政治与法律』20m年第 2期 152東以 F｡

34) ｢権利者､利害関係者は登記資料の閲覧 ･複写を申請す ることができ､登記機 関はそれを提供す るも

の とす る｣｡

35) 胡腐生主編 『中華人民共和国物権法釈義』 (法律出版社､2007年)0

36) ｢①登記機関は以下の職責を履行 しなければな らないO巨 )申請人の提供 した権利帰属証明及びその

他の必要資料を審査す る､(二)登記関連事項について申請人に問い尋ねる､し三)事実に即 して､速やか

に関連事項を登記す る､(四)法律､行政法規に規定す るその他の職貴 ②登記 を申請 している不動産の

関連状況につきよ りいっそ うの証明が必要な場合は､登記機 関は申請人に資料を補充す るよ うに求める

ことができるO 必要なときは実地調査をす ることができる｣｡邦訳は小 口彦太 ･長友昭 ｢中華人民共和国

物権法｣早稲 田法学 82巻 4号参照｡

37) ｢本条は､中国不動産登記の実情を調査 した上に､各方面の意見を聞き入れた上で制定 された もので

ある｡ その 目的は､登記機 関が各 自の職権の範囲内において､職責を履行 し､不動産物権の関連事項を

如実 ･正確 ･早急に登記 し､登記の誤 りを避 けることにある--物権法では原貝掴勺規定だけを定め､行

政管理体制の改革 と統一の登記制度の樹 酎 こつれて､業務上の経験 を踏まえた 上二で さらに具体的な規定

が搾成 され よう｣ とい うO 前掲胡腐生主編 『中華人民共和国物権法釈義』第 48東｡

38) 物権法第 21条第 2項 ｢登記の誤 りによ り､他人に損失をもた らした場合､登記機関は賠償責任 を負

担 しなければな らない｡登記機関が賠償 した後､登記の誤 りをもた らした者 に求償す ることができる｣｡

これに対 して､｢賠償責任の要件 として､物権法は通常に使用 されている 『過誤』『過錯』､『過失』の用

語を使わずに､『登記の誤 り』とい う用語を使 ってい るのは､我国の法律U)過失責任の-般規定 とは全 く

異なっている上 とい う指摘がある｡呉兆祥 ｢論不動産物権登記機関的審査義務及茶寮任 ｣『民事審判指

導与参考』2007年第 2集 (総第 30集､2007年 8月)45頁｡

39) 日登記)申請者が虚偽の資料を提出して建物登記を行い､原告に損害 をもた ら した場合に､建物登記

機関が合理 ･憤蚤な職責を尽 くさなかった ときは､その故意 書過失の程度及びその損害発生-の寄与度

に応 じて賠償爵位 を負わなければな らない｣0

40) ｢登記の誤 りによる被害者は弱い立場にあるので､このよ うな規定を適 して,彼 らに十分な保護を提

供す るためである｣前掲胡凍生主編 『中華人民共和国物権法釈義』第 64責｡また､日本の学者 も同 じ理

解を しているO河上正二 書王冷然 ｢中国における新 しい物権法の概要 と仮訳｣NBL857号 (2007年 5月)

20頁｡

41)前掲呉兆祥 ｢論不動産物権登記機関的審査義務及其責任｣42-46乳

42)前掲松岡久和 ｢中国不動産取引法の現状 と立法の動向--登記制度 と物権変動法制を中心に｣85頁で､

｢民事不動産取引の安全の確保 を主 目的 とす るものではな く､物権変動 を生 じる契約 自体に対す る行政

的な管理 ･監督の一環 として設計 されてお り､登記を経ない取引は､管理 .監督 を潜脱す るもの として､

不抜性 を帯びると解 され るか らである上 とい う｡そのぼかに､前掲鄭芙蓉 ｢中国における不動産登記制

度の現状 と立法問題 (二)｣126頁､前掲渠涛 ｢中国物権変動制度に関す る一考察｣795-825頁｡

43)前掲鄭芙蓉 ｢中国における不動産登記制度の現状 と立法問題 (二)｣126責参照｡

44)土地登記弁法第 2条 ｢土地登記は､国有土地使用権､集団土地所有権､集団土地使用権 と土地抵 当権 書
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地役権､及び法令 によって登記 しなければな らないその他の 土地権利 を､土地登記簿に記載 して公示す

る行為 をい う｣｡建物登記弁法第 2粂 ｢建物登記は､建物登記機 関が法によ り (民事主体の)建物の権利

とその他記載 しなければな らない事項 を建物登記簿に記載す る行為 をい うJo

45) 前掲渠涛 ｢中国物権変動制度に関す る -考察｣809蔚参照｡

46)i42粂 (建設用地にお ける地 L物 翻 帝属)は次U)よ うに規定 した｡ ｢建設用地使用権者が建設 した建築

物､ f二作物及びその付属施設の所有権 は､建設用地使頗権者 に属す る｡ ただ し､証拠によ り反証がな さ

れたものは除 く上 とい う｡)ところが､物権法釈義によると､､1錯亥規定に想定 されたケー スは､開発業者

とマ ンシ ョン購入者 との争 いではな く､都市イ ンフラ施設の帰属 をめ ぐる開発業者 と行政機 関 とのあ ら

そいであるとい うo 当該イ ンフラ施設の建設は､不動産関与藍の関連プ ロジェク トとして建設計画に義務

付け られた ものである｡建設会社 と行政機 関の間で施設の所有権 が国にあるとい う約定があれば､その

帰属は固あ り､当音素約定の効力は不動産U)承継人に 導〕及ぶ､とい う(前掲胡腐生 主編『物権法釈義』322-323

鋸 ｡ しか し､国家U拍子有を保護す ることで登記簿の公倍力を契約 によ り覆す ことを認容すれば､不動産

変動にお ける債権形式主義 に例外を設 けるだけでな く､私的所有 と同家所有の平等保護 を図るとい う物

権法の基本原則 (第 4粂)にも違反す ることになろ う｡ これ は､法整備の後進国であるとともに社会主

義閲で もある中国で､不動産登記制度の整備の難 しさを物語 る典型的な一例であるといえよ うO

那)､当緒反証は､前掲孫凄忠 ｢物権法における物権変動ル-ルの概 要｣56-59責参照0

48)前掲渠涛 巨手JE=Ej物権変動制度に関す る-=一考察｣812東O

堵9) 前掲松岡久離 ｢判 司不動産取引法の現状 と立法の動向-- 登記制度 と物権変動法制を中心に上 前掲

鄭芙蓉 ｢中経茎における不動産登記制度の現状 と立法問題 仁 二)鳥

50) ｢建築区画内の 宜二地は,法によ り区分所有者が共r司して建 設 用 地 使 用 権 を 有 す る｣O

51)建物登記簿管理試行弁法 [房屋 登記簿管理試行奔法] (2梱8年 5 月 6 E3住 宅 と 都 ｢号音 B 腰 逢す f建 設部によ

り公布)第 7条か ら第 10条｡

52) 利 覇土地鉱産法律 事務 中心 8国 土資源部土地争議調処 事務 中心編 『 土 地 登 記 指 南 』 (中 国 法 制 と棚板社 ､

2009年 9月)土地登記指南第 254-257蕗､89-9豆乳

53) 前掲 『土地登記指南』第 254慮参照｡

54)前掲 『j二地登記指南』第 254-257員

55) 前掲 『土地登記指南』第 254-257露､89-91蔦cj

56) 関予転発国 をニ資源部 ｢土地登記弁法｣的通知 (200S隼 2月 3日)

57) 北京 市商晶住宅予皆契約 20柑 隼標準モデル第 21条 2項 (移転登記工 北京 市商品住宅観房売買契約

2010年標準モデル第 号8条 (移転登記)0

51)) hltl-:〝ne"･･S･＼jnhuこ111C1.nun,llOuS亡･.､二007-Ot･･.0(,.川IllLlnt_j一二0457l.htnl 二011年l･I(川 '･)日詰甘

60) 山野 目車夫 『不動産登記法』 (商事法務､2009年)225蕗参照｡

主指導教員 (閥谷知史教授)､副指導教員 (中村哲也教授 中将滑克己教授)
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